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判
例
研
究

六
四
　
　
（
一
＝
一
西
）

〔
労
働
法
・
経
済
法
　
一
〇
八
〕
　
放
送
会
社
楽
団
員
の
労
働
者
性

〔寮実

〕

一
、
被
上
告
人
（
原
告
・
被
控
訴
人
）
C
B
C
管
弦
楽
団
労
働
組
合
（
以
下
『
楽
団

労組』と

い
う
）
は
、
昭
和
四
〇
年
三
月
三
〇
日
、
上
告
人
（
被
告
．
控
訴
人
）
愛

知県

地
方
労
働
委
員
会
に
対
し
、
．
補
助
参
加
人
中
部
日
本
放
送
株
式
会
社
（
以

下
『
会
社
』
と
い
う
）
を
相
手
方
と
し
て
、
団
体
交
渉
拒
否
を
理
由
と
し
不
当
労

働
行
為
救
済
の
申
立
を
な
し
た
が
、
上
告
人
委
員
会
は
、
昭
和
四
一
年
二
月
一

九
日
、
右
申
立
を
棄
却
す
る
命
令
を
な
し
、
そ
の
棄
却
命
令
の
主
た
る
理
由

は
、
楽
団
労
組
の
構
成
員
と
会
社
と
の
間
に
は
使
用
従
属
関
係
が
あ
つ
た
と
は

認
め
ら
れ
ず
、
会
社
は
労
組
法
第
七
条
の
使
用
者
に
あ
た
ら
な
い
と
い
う
に
あ

つ
た
。

二
、
会
社
は
、
昭
和
二
六
年
九
月
、
開
局
に
と
も
な
い
、
約
一
二
名
の
者
と
奪

属
出
演
契
約
』
を
結
び
、
こ
れ
ら
の
者
で
C
B
C
管
弦
楽
団
を
構
成
さ
せ
、
演

奏者と

し
て
出
演
さ
せ
た
。

　
右
『
専
属
出
演
契
約
』
の
主
た
る
内
容
及
び
そ
の
実
施
は
次
の
と
お
り
で
あ

　
一
ゐ
o

①
右
契
約
者
は
音
楽
演
奏
者
と
し
て
会
社
の
発
注
す
る
放
送
並
び
に
放
送
附

帯
事
業
に
出
演
す
る
こ
と
。

辱
②
そ
の
就
業
規
準
は
、
芸
能
員
就
業
規
則
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
、
⑥
社
員
バ

リ
ヂ
、
名
刺
、
身
分
証
明
書
を
所
持
す
べ
き
こ
と
、
．
⑤
受
注
業
務
に
出
演
で
き

な
い
と
き
は
、
予
め
事
由
を
附
し
て
届
出
る
こ
と
、
◎
傷
病
に
よ
り
四
日
以
上

受
注
で
き
な
い
と
き
は
、
．
診
断
書
を
提
出
す
る
こ
と
、
＠
就
業
指
定
を
拒
否
し

又
は
会
社
の
許
可
な
く
し
て
他
社
出
演
、
他
所
出
演
を
禁
止
さ
れ
る
こ
と
、
◎

安
全
保
健
衛
生
に
つ
い
て
は
社
員
の
職
員
就
業
規
則
を
、
業
務
上
の
死
亡
・
傷

病
に
つ
い
て
は
職
員
災
害
補
償
規
定
を
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
ほ
か
、
健
康
保

険、

厚
生
共
済
会
に
加
入
し
て
い
た
。

　
③
出
演
報
酬
と
し
て
は
、
毎
月
、
保
障
出
演
料
（
会
社
が
月
間
の
標
準
出
演
指
定

時
闘
を
一
〇
〇
時
間
と
指
定
し
、
現
実
の
出
演
時
間
が
こ
れ
に
達
す
る
と
否
と
を
問
わ
ず

に
支
払
わ
れ
る
出
演
料
）
と
、
．
超
過
出
演
料
（
右
標
準
出
演
時
間
を
超
え
て
出
演
し
た

と
き
に
一
時
間
単
位
で
支
払
わ
れ
る
出
演
料
）
と
の
二
種
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
。

　
④
契
約
期
問
は
一
ヵ
年
と
さ
れ
・
④
期
間
満
了
師
ヵ
月
前
に
・
何
れ
か
哨
方

翻
翻
螺
蕪
欝
羅



か
ら
解
約
又
は
更
新
の
申
入
れ
を
な
さ
な
い
と
き
は
自
動
的
に
継
続
延
長
と
な

る
が
、
⑤
昭
和
三
八
年
度
か
ら
は
、
期
聞
満
了
一
ヵ
月
前
に
更
新
の
申
入
れ
が

な
い
と
き
は
自
動
的
に
解
約
に
な
る
と
変
更
さ
れ
、
⑥
契
約
期
間
中
で
あ
つ
て

も
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
一
ヵ
月
の
予
告
期
間
を
お
き
、
ま
た
契
約
違

反
が
あ
る
と
き
は
直
ち
に
、
両
当
事
者
に
お
い
て
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で

き、

③
当
初
採
用
さ
れ
る
に
際
し
て
は
テ
ス
ト
を
受
け
た
が
、
毎
年
の
契
約
更

新
期
に
は
技
能
テ
ス
ト
を
実
施
し
て
お
ら
ず
、
再
契
約
の
締
結
を
拒
否
さ
れ
た

事
例
纏
な
く
、
全
員
が
毎
年
更
新
さ
れ
た
。

　
⑤
出
演
の
指
示
と
実
施
　
　
◎
発
注
は
原
則
と
し
て
一
週
間
前
に
（
場
合
に

ょ
2
西
時
間
前
に
）
演
奏
指
定
伝
票
に
よ
り
行
う
、
⑤
こ
れ
が
掲
示
板
に
掲
示

さ
れ
、
各
自
こ
れ
を
確
認
の
チ
呂
ッ
ク
を
す
る
こ
と
、
◎
出
演
庶
右
指
定
伝
票

に
よ
り
指
定
さ
れ
た
時
間
、
場
所
、
指
揮
者
に
よ
り
行
う
、
⑥
他
社
出
演
（
会

社以

外
の
放
送
関
係
業
務
に
出
演
す
る
こ
と
）
は
会
社
の
許
可
あ
る
場
合
以
外
は
禁

止
さ
れ
、
◎
他
所
出
演
（
個
人
で
ア
ル
パ
イ
ト
と
し
て
家
庭
教
師
、
学
校
の
講
師
と
な

る
こ
と
）
は
当
初
許
可
制
で
あ
つ
た
ボ
、
の
ち
に
届
出
制
と
な
つ
た
。

三
、
昭
和
三
九
年
七
月
以
降
、
右
専
属
出
演
契
約
は
『
優
先
出
演
契
約
』
に
改

め
ら
れ
た
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ぱ
、

　
①
楽
団
員
の
他
社
出
演
は
自
由
と
な
つ
た
が
、
会
社
の
出
演
発
注
と
他
社
出

演
と
が
同
一
時
間
に
競
合
し
た
と
き
は
、
楽
団
員
は
出
演
発
注
さ
れ
た
番
組
に

優
先
的
に
出
演
す
る
義
務
が
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
。

　
③
芸
能
員
就
業
規
則
の
適
用
が
な
い
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
。

　
③
出
演
報
酬
、
契
約
期
間
と
そ
の
更
新
、
そ
の
他
出
演
の
指
示
等
に
つ
い
て

は
、
従
前
と
同
一
で
あ
つ
た
。

判
例
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四
、
昭
和
四
〇
年
一
〇
月
頃
ま
で
に
は
、
楽
団
員
全
員
と
の
間
で
『
自
由
出
演

契
約
』
が
結
ば
れ
た
。

　
ω
右
「
自
由
出
演
契
約
』
に
よ
れ
ば
、
＠
契
約
書
文
言
上
か
ら
は
、
他
社
出

演
は
全
く
自
由
と
な
り
、
会
社
か
ら
の
出
演
発
注
に
対
し
て
も
そ
の
諾
否
は
自

由
で
あ
る
こ
と
、
⑤
出
演
報
酬
と
し
て
は
、
．
専
属
出
演
契
約
に
お
け
る
保
障
出

演
料
と
超
過
出
演
料
の
合
計
額
に
見
合
う
『
契
約
金
』
（
年
間
、
月
割
払
）
と
一

時
間
一
〇
〇
円
の
割
合
に
よ
る
「
出
演
料
』
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
ほ

か
、
⑥
芸
能
員
就
業
規
則
の
適
用
の
な
い
こ
と
、
契
約
期
問
お
よ
び
そ
の
解
除
、

出
演
の
指
示
等
に
つ
い
て
は
従
前
と
同
一
で
あ
つ
た
。

　
③
『
自
由
出
演
契
約
』
締
結
の
経
韓

　
＠
楽
団
員
ら
は
、
昭
和
三
九
年
五
月
一
九
日
、
全
員
二
四
名
で
、
C
B
C
管

弦
楽
団
労
組
を
結
成
し
、
『
右
契
約
』
が
専
属
性
を
弱
め
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ

か
ら
、
右
契
約
の
締
結
に
難
色
を
示
し
、
従
前
の
『
専
属
出
演
契
約
』
を
基
本

と
し
、
よ
り
一
層
専
属
性
（
雇
傭
的
性
格
）
を
強
め
た
契
約
に
す
る
よ
う
会
社
に

要
求
し
て
い
た
。
⑤
会
社
は
、
同
年
六
月
頃
、
楽
団
員
全
員
に
対
し
、
優
先
出

演
契
約
に
つ
い
て
は
、
芸
能
員
就
業
規
則
の
適
用
を
外
さ
れ
る
が
、
専
属
出
演
契

約
の
重
要
な
契
約
部
分
は
実
体
と
し
て
残
す
か
ら
安
心
す
る
よ
う
に
と
の
説
明

を
な
し
た
。
◎
楽
団
労
組
は
、
同
年
七
。
八
月
頃
、
契
約
の
更
新
そ
の
他
の
労

働
条
件
に
つ
き
、
会
社
に
団
体
交
渉
の
申
入
れ
を
な
し
た
が
、
会
社
は
、
右
申

入
れ
を
拒
否
し
た
。
し
か
し
、
契
約
の
締
結
、
契
約
内
容
の
改
善
に
関
す
る
事

項
を
除
き
そ
の
余
の
事
項
に
つ
き
、
会
社
と
楽
団
労
組
と
は
事
実
上
話
し
合
い

を
行
つ
て
い
た
。
＠
会
社
も
楽
団
員
ら
も
、
右
自
由
出
演
契
約
に
よ
つ
て
出
演

発
注
に
対
す
る
楽
団
員
の
諾
杏
が
文
字
ど
お
り
自
由
に
な
る
の
で
は
な
く
、
出

六
匠
　
　
（
一
一
三
孟
）
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演
発
注
が
あ
れ
ば
原
則
と
し
て
拒
否
で
き
ず
、
度
重
な
る
出
演
発
注
に
対
す
る

拒否は

契
約
解
除
の
理
由
と
な
り
、
更
に
は
次
年
度
の
契
約
更
新
を
拒
絶
さ
れ

る
こ
と
も
あ
り
う
る
も
の
と
考
え
て
い
た
。
◎
自
由
出
演
契
約
の
契
約
文
言
、

契
約
金
額
に
つ
い
て
む
、
す
べ
て
会
祉
が
一
方
的
に
決
定
k
楽
団
員
の
希
望

は
全
く
考
慮
さ
れ
ず
、
ま
た
実
際
の
発
注
指
定
、
出
演
の
仕
方
、
そ
の
他
の
取

扱
い
も
従
来
と
少
し
も
変
ら
な
か
つ
た
。
①
昭
和
四
〇
年
当
時
、
。
楽
団
員
の
出

　
　
ワ

演
時
間
が
著
し
く
減
少
し
、
，
月
平
均
九
時
間
程
度
と
も
な
つ
た
が
、
こ
の
よ
う

な
事
態
は
楽
団
員
の
予
想
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
も
と
も
と
そ
の
将
来

を
保
障
す
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
契
約
し
た
楽
団
員
と
し
て
は
、
会
社
か
ら
の

出
演
発
注
が
あ
る
こ
と
を
常
時
期
待
し
、
こ
の
た
め
現
実
の
発
注
が
少
な
か
つ

た
と
は
い
え
、
楽
団
員
が
他
社
出
演
を
し
た
例
は
一
、
二
を
数
え
る
に
と
ど
ま

り
、
多
く
の
者
は
夜
間
キ
t
ハ
レ
ー
等
の
い
わ
ゆ
る
ア
ル
バ
イ
ト
程
度
の
こ
と

を
し
て
会
社
か
ら
の
出
演
報
酬
の
不
足
分
を
補
つ
て
い
た
。

〔
判
旨
〕

右
事
実
に
基
づ
い
て
考
え
る
の
に
、
■
本
件
の
自
由
出
演
契
約
が
、
会
社
に
お

い
て
放
送
の
都
度
演
奏
者
と
出
演
条
件
等
を
交
渉
し
て
個
別
的
に
契
約
を
締
結

す
る
こ
と
の
困
難
さ
と
煩
雑
と
を
回
避
し
、
楽
団
員
を
あ
ら
か
じ
め
会
社
の
事

業
組
織
の
な
か
に
組
入
れ
て
お
く
こ
と
に
よ
つ
て
、
放
送
事
業
の
遂
行
上
不
可

欠
な
演
奏
労
働
力
を
恒
常
的
に
確
保
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
は
専
属
出
演
契
約
及
び
優
先
出
演
契
約
と
異
な

る
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
の
こ
と
と
、
．
自
由
出
演
契
約
締
結
の
際
に
お
け
る
会
社

及
び
楽
団
員
の
前
記
の
よ
う
な
認
識
と
を
合
わ
せ
考
慮
す
れ
ば
、
右
契
約
の
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六
　
　
　
（
一
一
三
六
）

言
上
は
楽
団
員
が
会
社
の
出
演
発
注
を
断
わ
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
な
か
つ

た
と
は
い
え
、
こ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
、
右
契
約
が
所
論
の
い
う
よ
う
に
出
演

に
つ
い
て
楽
団
員
に
な
ん
ら
の
義
務
も
負
わ
せ
ず
、
単
に
そ
の
任
意
の
協
力
の

み
を
期
待
し
た
も
の
で
あ
る
と
は
解
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
、
．
原
則
と
し
て
は
発
注

に
応
じ
て
出
演
す
べ
き
義
務
の
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
た
だ
個
々
の
場

合
に
他
社
出
演
等
を
理
由
に
出
演
し
な
い
こ
と
が
あ
つ
て
も
、
当
然
に
腺
契
約

違
反
等
の
責
任
を
問
わ
な
い
と
い
う
趣
旨
の
契
約
で
あ
る
と
み
る
の
が
相
当
で

あ
る
。
楽
団
員
は
、
演
奏
と
い
う
特
殊
な
労
務
を
提
供
す
る
者
で
あ
る
た
め
、

必
ず
し
も
会
社
か
ら
日
々
一
定
の
時
間
的
拘
束
を
受
け
る
も
の
で
は
な
く
、
出

演
に
要
す
る
時
間
以
外
の
時
間
は
事
実
上
そ
の
自
由
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
が
、

右
の
よ
う
に
、
，
会
社
に
お
い
て
必
要
と
す
る
と
き
は
随
時
そ
の
一
方
的
に
指
定

す
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
楽
団
員
に
出
演
を
求
め
る
こ
と
が
で
ぎ
、
楽
団
員
が
原

則
と
し
て
こ
れ
に
従
う
べ
き
基
本
的
関
係
が
あ
る
以
上
、
た
と
え
会
社
に
よ
つ

て
現
実
の
出
演
時
問
が
い
か
に
減
少
し
た
と
し
て
も
、
楽
団
員
の
演
奏
労
働
力

の
処
分
に
つ
ぎ
会
社
が
指
揮
命
令
の
権
能
を
有
し
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
は
で

き
な
い
。
ま
た
、
自
由
演
奏
契
約
に
基
づ
き
楽
団
員
に
支
払
わ
れ
る
出
演
報
酬

の
う
ち
契
約
金
が
不
出
演
に
よ
つ
て
減
額
さ
れ
な
い
こ
と
は
前
記
の
と
お
り
で

あ
る
が
、
楽
団
員
は
、
い
わ
ゆ
る
有
名
芸
術
家
と
は
異
な
り
、
演
出
に
つ
い
て

な
ん
ら
裁
量
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
出
演
報
酬
は
、
演

奏
に
よ
つ
て
も
た
ら
さ
れ
る
芸
術
的
価
値
を
評
価
し
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
、
演
奏
と
い
う
労
務
の
提
供
そ
れ
自
体
の
対
価
で
あ
る
と
み
る
の
が
相

当
で
あ
つ
て
、
そ
の
一
部
た
る
契
約
金
は
、
楽
団
員
の
生
活
の
資
と
し
て
一
応

の
安
定
し
た
収
入
を
与
え
る
た
め
の
最
低
保
障
給
た
る
性
質
を
有
す
る
も
の
と



認
め
る
ぺ
き
で
あ
る
。

　
以
上
の
諸
点
か
ら
す
れ
ば
、
楽
団
負
は
、
自
由
出
演
契
約
の
も
と
に
お
い
て

も
な
お
、
会
社
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
労
働
組
合
法
の
適
用
を
受
け
る
べ
き

労
働
者
に
あ
た
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

〔
評
釈
〕

　
判
旨
は
正
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

鱒
、
本
件
判
旨
の
特
徴
は
、
次
の
二
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
第
一
は
、
労
働
組
合
法
の
適
用
を
う
け
る
べ
き
使
用
者
・
労
働
者
を
判

断
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
『
判
断
基
準
』
と
し
て
、
通
常
、
「
使
用
従
属
関
係
』

も
し
く
は
「
労
働
関
係
上
の
諸
利
益
に
な
ん
ら
か
の
直
接
的
な
影
響
力
や
支
配

力
を
及
ぼ
し
う
る
地
位
』
に
あ
る
者
な
ど
が
示
さ
れ
て
い
る
例
が
あ
る
の
に
対

し
、
本
件
判
決
に
は
こ
れ
が
判
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、

　
第
二
に
、
本
件
『
自
由
出
演
契
約
』
の
締
結
過
程
に
お
け
る
当
事
者
の
意
識

内
容
を
明
ら
か
に
し
、
労
働
契
約
関
係
の
成
立
を
判
示
し
て
い
る
こ
と
、
の
二

点
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
諸
点
は
、
本
件
判
旨
に
お
け
る
法
的
判
断
と
そ
の
判
断
を
な
す
た

め
の
認
定
事
実
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
判
示
か
ら
こ
れ
を
看
取
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
本
判
決
は
、
本
件
『
自
由
出
演
契
約
』
の
趣
旨
、
性
質
、
内
容
等
を
明
ら
か

に
し
、
．
楽
団
員
の
『
労
働
者
』
性
の
有
無
を
判
断
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
①

『
専
属
出
演
契
約
』
に
お
け
る
内
容
と
趣
旨
。
性
質
を
明
確
に
し
た
う
え
、
②

本
件
自
由
出
演
契
約
の
締
結
に
至
る
経
緯
を
認
定
し
な
が
ら
、
③
専
属
出
演
契
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約
と
優
先
出
演
契
約
及
び
自
由
出
演
契
約
と
の
間
で
実
質
的
な
差
異
の
な
い
二

と
を
確
定
し
、
楽
団
員
に
つ
い
て
労
組
法
の
適
用
を
う
け
る
べ
き
労
働
者
で
あ

る
こ
と
を
判
断
し
て
い
る
。

　
ω
会
社
と
楽
団
員
と
の
間
に
当
初
締
結
さ
れ
て
い
た
『
専
属
出
演
契
約
』
の
特

徴
は
、
＠
楽
団
員
は
会
社
の
指
定
す
る
日
時
、
．
場
所
、
番
組
内
容
等
に
従
つ
て

会
社
の
放
送
業
務
に
出
演
す
べ
き
義
務
と
他
社
出
演
等
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
、

⑤
生
活
保
障
給
た
る
性
質
を
有
す
る
『
保
障
出
演
料
』
と
標
準
出
演
時
間
を
超

え
て
出
演
し
た
場
合
に
支
払
わ
れ
る
『
超
過
出
演
料
』
と
が
、
『
演
奏
と
い
う

労
務
の
提
供
そ
れ
自
体
の
対
価
』
と
し
て
支
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
の
二
点
に

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
内
容
を
有
す
る
法
律
関
係
は
、
ま
さ
に
『
労
働
契
約
』
の

当
事
者
た
る
使
用
者
・
労
働
者
の
関
係
で
あ
つ
て
、
、
労
組
法
の
適
用
を
う
け

る
関
係
に
あ
る
。

　
③
次
い
で
、
こ
の
よ
う
な
専
属
出
演
契
約
か
ら
、
い
か
な
る
経
緯
に
よ
り
自

由
出
演
契
約
が
締
結
さ
れ
る
に
至
つ
た
か
は
、
前
記
〔
事
実
〕
四
の
②
『
自
由

出
演
契
約
締
結
の
経
緯
』
記
載
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
会
社
と
楽
団
員
間
の
交

渉
過
程
お
よ
び
当
事
者
の
意
識
に
お
い
て
も
、
．
＠
契
約
形
態
の
変
化
に
か
か
わ

ら
ず
『
専
属
出
演
契
約
の
重
要
な
契
約
部
分
』
が
実
体
と
し
て
残
さ
れ
て
い
た

こ
と
、
⑤
会
社
の
出
演
発
注
を
原
則
と
し
て
拒
否
で
き
ず
、
従
つ
て
、
そ
の
限

度
で
他
社
出
演
等
が
制
限
さ
れ
て
い
る
も
の
と
観
念
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
の

で
あ
る
。

　
③
そ
し
て
最
後
に
、
．
本
件
『
自
由
出
演
契
約
』
の
締
結
に
か
か
わ
ら
ず
、
＠

契
約
文
言
上
か
ら
は
、
．
他
社
出
演
等
は
全
く
自
由
と
な
り
、
会
社
の
出
演
発
注

に
対
す
る
諾
否
も
自
由
と
な
つ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
あ
る
程
度
の

六
七
　
　
（
一
＝
昌
七
）
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出
演
義
務
が
あ
り
、
出
演
拒
否
を
重
ね
る
こ
と
は
契
約
解
除
、
契
約
更
新
拒
絶

の
理
由
と
な
り
う
る
こ
と
、
⑤
出
演
報
酬
は
、
従
前
の
保
障
出
演
料
と
超
過
出

演
料
の
合
計
額
に
見
合
う
『
契
約
金
』
（
年
間
月
割
払
）
と
出
演
料
と
の
二
種

と
さ
れ
、
前
者
は
『
楽
団
員
の
生
活
の
資
と
し
て
一
応
の
安
定
し
た
収
入
を
与

え
る
た
め
の
最
低
保
障
給
』
た
る
性
質
を
有
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、
本
件
「
自
由
出
演
契
約
』
締
結
の
趣
旨
、
．
就
中
、
会
社
が
こ
れ
を
締
結

し
た
目
的
お
よ
び
趣
旨
は
、
専
属
出
演
契
約
の
場
合
と
同
様
に
、
『
会
社
に
お

い
て
放
送
の
都
度
演
奏
者
と
出
演
条
件
等
を
交
渉
し
て
個
別
的
に
契
約
を
締
結

す
る
こ
と
の
困
難
さ
と
煩
雑
さ
と
を
回
避
し
、
楽
団
員
を
あ
ら
か
じ
め
会
社
の

事
業
組
織
の
な
か
に
組
み
入
れ
て
お
く
こ
と
に
よ
つ
て
、
放
送
事
業
の
遂
行
上

不
可
欠
な
演
奏
労
働
力
を
恒
常
的
に
礁
保
し
よ
う
と
す
る
も
の
』
で
あ
つ
て
、

労
組
法
の
適
用
を
う
け
る
べ
き
関
係
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
9

二
、
本
件
判
決
が
労
組
法
上
の
使
用
者
・
労
働
者
性
の
『
判
断
基
準
』
を
判
示

し
な
か
つ
た
こ
と
は
、
本
判
決
と
同
日
に
言
渡
さ
れ
た
『
油
研
工
業
事
件
』
上

告
判
決
（
最
高
裁
第
一
小
法
廷
昭
置
一
・
匠
・
六
判
決
、
労
働
経
済
判
例
速
報
九
一
四
・

憲
）
に
お
け
る
判
示
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
よ
う
に
『
判
断

基
準
』
を
示
さ
な
か
つ
た
の
は
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
が
問

題
で
あ
る
。

　
ω
右
の
『
判
断
基
準
』
が
判
示
さ
れ
て
い
な
い
点
で
は
、
本
件
第
一
審
判
決

（名古屋地

裁
昭
四
六
。
＝
一
．
一
七
、
判
例
時
報
六
五
六
二
一
三
）
も
同
様
で
あ
つ

て
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
『
楽
団
員
も
会
社
が
一
方
的
に
決
定
し
た
契
約
内
容
に

基
づ
い
て
、
年
問
を
通
じ
芸
術
的
労
働
力
の
提
供
者
と
し
て
、
会
社
が
一
方
的

に
指
定
し
た
日
時
、
場
所
、
番
組
内
容
に
従
い
、
制
作
担
当
者
の
指
揮
監
督
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八
　
　
（
一
一
三
八
）

下
に
、
会
社
に
芸
術
的
労
働
力
を
提
供
し
、
そ
の
対
価
と
し
て
一
定
の
報
醜
を

受
け
て
い
る
』
も
の
で
、
『
い
わ
ゆ
る
労
使
の
具
体
的
労
働
関
係
』
に
あ
る
と
判

示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
本
件
と
同
様
に
放
送
局
芸
能
員
の
労
働
者
性
が
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

題
と
な
つ
た
日
本
放
送
協
会
広
島
中
央
放
送
局
事
件
判
決
（
広
島
地
裁
昭
四
一
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

八
・
八
判
決
）
お
よ
び
ラ
ジ
オ
中
国
事
件
判
決
（
広
島
地
裁
昭
四
二
・
二
二
＝
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

決
）
に
お
い
て
も
、
右
の
よ
う
な
『
判
断
基
準
』
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
楽
団
員
の
場
合
に
こ
と
さ
ら
前
記
の
よ
う
な
判
断
基
準
を
判
示
す

る
必
要
が
な
か
つ
た
の
は
、
①
こ
れ
ら
楽
団
員
が
『
い
わ
ゆ
る
有
名
芸
術
家
と

は
異
な
り
、
演
出
に
つ
い
て
な
ん
ら
裁
量
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
』
　
『
演
奏
労

働
者
』
に
す
ぎ
ず
、
社
会
的
に
、
彼
の
演
奏
自
体
に
独
立
の
価
値
が
認
め
ら
れ

て
お
ら
ず
、
②
ま
た
芸
能
プ
獄
、
下
請
会
社
、
そ
の
他
の
第
三
者
を
介
入
さ
せ

な
い
で
、
会
社
と
直
接
的
な
関
係
に
あ
り
、
し
か
も
「
労
働
契
約
関
係
」
の
存

す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
②
し
か
し
、
油
研
工
業
事
件
第
一
審
お
よ
び
同
第
二
審
判
決
（
横
浜
地
裁
昭
四

七
・
一
〇
・
二
四
判
決
、
労
働
経
済
判
例
速
報
七
九
七
・
五
、
お
よ
び
東
京
高
裁
昭
四

九
。
五
．
二
九
判
決
、
同
速
報
八
五
二
．
二
九
）
に
お
い
て
は
、
「
会
社
は
、
社
外
工

の
労
働
関
係
上
の
諸
利
益
に
対
し
雇
用
契
約
上
の
雇
用
主
同
様
の
支
配
力
を
直

接
、
現
実
か
つ
具
体
的
に
有
し
て
い
る
か
ら
、
労
組
法
上
は
両
者
の
問
に
直
接

雇
用
に
準
ず
る
雇
用
関
係
が
実
質
的
に
成
立
し
て
い
る
』
と
し
、
ま
た
『
事
実

上
の
雇
傭
関
係
に
準
ず
る
よ
う
な
支
配
従
属
関
係
』
が
あ
る
と
判
示
し
て
い

る
o

　
こ
れ
に
対
し
、
同
事
件
上
告
判
決
は
、
＠
会
社
は
外
注
業
者
の
実
態
に
全
く

無
関
心
で
、
社
外
工
本
人
の
技
能
、
信
用
に
着
目
し
、
人
物
本
位
で
受
入
れ
を



決
定
し
て
い
る
こ
と
、
⑤
社
外
工
は
会
社
職
制
の
指
揮
監
督
の
も
と
で
、
会
社

従
業
者
と
同
一
の
作
業
に
従
事
し
、
◎
講
負
代
金
名
義
で
あ
る
が
、
各
社
外
工

に
つ
き
、
そ
の
労
働
時
間
又
は
出
来
高
に
応
じ
て
計
算
し
た
額
の
合
計
額
が
支

払
わ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
の
認
定
事
実
を
か
か
げ
た
う
え
、
『
右
の
よ
う
な
事

実
関
係
の
も
と
に
お
い
て
峡
社
外
工
三
名
に
対
し
会
社
の
就
業
規
則
が
適
用

さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
両
者
の
間
に
は
労
紐
法
の
適
用
を
受
け
る
べ
き
雇
用
関

係
が
成
立
し
て
い
た
も
の
』
と
判
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
③
右
油
研
工
業
事
件
上
告
判
決
お
よ
び
本
件
判
決
が
、
右
の
よ
う
な
『
判
断
基

準
』
を
判
示
せ
ず
、
か
え
つ
て
、
認
定
し
た
具
体
的
事
実
の
み
を
詳
細
に
か
か
げ

た
の
は
、
き
わ
め
て
妥
当
な
判
示
方
法
で
あ
る
と
考
え
る
。
と
い
う
わ
け
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
（
5
）

前
記
油
研
工
業
事
件
第
一
，
・
二
審
判
決
や
幾
つ
か
の
救
済
命
令
、
学
説
な
ど
に

お
い
て
、
『
労
働
条
件
の
決
定
、
そ
の
労
働
関
係
上
の
諸
利
益
に
な
ん
ら
か
の

直接的な

彫
響
力
や
支
配
力
を
及
ぼ
し
う
る
地
位
に
あ
る
者
』
と
規
定
し
て
み

て
も
、
『
諸
利
益
』
の
内
容
と
は
何
か
、
諸
利
益
に
対
す
る
『
影
響
力
や
支
配

力
』
を
及
ぼ
す
手
段
・
方
法
お
よ
び
両
者
の
相
互
関
係
、
さ
ら
に
『
な
ん
ら

か
』
な
ど
と
い
う
程
度
の
問
題
な
ど
、
き
わ
め
て
不
明
礁
で
あ
る
だ
け
で
な

く
、
か
え
つ
て
恣
意
的
に
拡
大
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
（
6
）

る
。
右
最
高
裁
諸
判
決
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
『
使
用
従
属
性
一
説
に
よ
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
、
そ
の
判
断
に
お
け
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
は
、
③
出
演
発
注

に
対
す
る
諾
否
の
自
由
の
有
無
、
⑤
出
演
の
指
示
お
よ
び
実
施
が
会
社
の
指
定

す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
れ
る
か
ど
う
か
、
◎
報
酬
が
労
務
の
擾
供
そ
れ
自
体

の
対
価
で
あ
る
か
ど
う
か
、
④
『
出
演
契
約
』
締
結
の
趣
旨
な
ど
を
総
合
的
に

勘
案
し
て
認
定
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
右
諸
判
決
、
そ
の
他
の
裁
判
例
お
よ

　
　
　
　
判
例
研
究

ぴ
救
済
命
令
に
お
い
て
・
右
の
よ
う
な
『
使
用
従
属
性
』
あ
り
と
さ
れ
る
メ
ル

ク
マ
ー
ル
と
し
て
の
特
徴
的
事
実
お
よ
び
そ
の
程
度
な
ど
の
判
断
を
可
能
な
ら

し
め
る
類
型
的
事
実
に
関
す
る
基
準
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ

（
7
）

る
。三

、
本
件
上
告
判
決
は
、
契
約
の
締
結
過
程
に
お
け
る
当
事
者
の
意
識
、
専
属

出
演
契
約
と
同
質
性
を
有
す
る
本
件
『
自
由
出
演
契
約
』
と
そ
の
意
思
解
釈
に

よ
り
、
会
社
と
楽
団
員
と
の
問
の
『
労
働
契
約
』
関
係
の
存
在
を
認
定
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
と
同
様
に
前
記
油
研
工
業
上
告
判
決
も
ま
た
、
会
社

と
社
外
工
と
の
間
の
『
雇
用
（
契
約
）
関
係
』
の
成
立
を
判
示
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
不
当
労
働
行
為
、
就
中
、
団
交
拒
否
事
件
に
お
い
て
『
労
働
契
約
関

係
』
の
成
立
を
要
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
点
で
問
題
に
な
る
と
思

わ
れ
る
。

　
ω
右
の
『
労
働
契
約
関
係
』
の
成
立
が
間
題
と
さ
れ
る
場
合
、
必
ず
し
も
明

示
の
契
約
の
み
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
黙
示
の
合
意
、
意
思

実
現
に
よ
る
契
約
の
成
立
、
さ
ら
に
事
実
的
契
約
関
係
論
な
ど
の
諸
説
と
契
約

の
成
立
時
期
な
ど
の
問
題
が
あ
る
。
裁
判
例
で
は
、
黙
示
の
契
約
の
成
立
を
認

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

定
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
黙
示
の
契
約
の
成
立
を
認
定
す
る
に

あ
た
つ
て
は
、
労
働
者
側
（
例
え
ぽ
、
社
外
工
、
外
務
員
、
・
芸
能
具
俳
優
な
ど
）
の

契
約
へ
の
意
思
の
み
な
ら
ず
、
一
層
重
要
な
の
ば
、
使
用
者
側
と
さ
れ
る
も
の

（
例
え
ば
、
社
外
工
受
入
れ
会
社
、
芸
能
員
等
の
受
入
れ
会
社
）
の
契
約
意
思
を
、
い

か
な
る
事
実
も
し
く
は
事
態
か
ら
こ
れ
を
推
定
す
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
か
、

少
く
と
も
使
用
者
側
に
こ
の
よ
う
な
契
約
意
思
を
推
定
さ
れ
て
も
や
む
を
得
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

い
事
態
の
発
生
、
責
任
事
由
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ど
う
か
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
　
　
　
（
一
齢
三
九
）



判
例
研
究

こ
の
問
題
は
、
偽
装
解
散
、
親
子
会
社
な
ど
の
場
合
に
も
、
『
実
質
同
一
性
の

原
則
』
、
『
法
人
格
否
認
論
』
な
ど
に
よ
り
、
親
会
社
等
と
子
会
社
従
業
員
と
の

間
の
雇
用
関
係
め
存
続
、
バ
ッ
ク
ペ
イ
、
団
交
命
令
な
ど
の
救
済
を
な
す
際
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

も
考
慮
す
ぺ
き
問
題
で
あ
る
。

　
②
右
の
労
働
関
係
に
お
け
る
『
契
約
』
的
要
素
の
要
否
の
問
題
（
さ
ら
に
、

『
使
用
従
属
関
係
』
あ
り
と
さ
れ
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
の
事
実
お
よ
び
そ
の
程
度
な

ど
）
ば
、
例
え
ば
、
不
当
労
働
行
為
と
し
て
の
不
利
益
取
扱
の
場
合
と
団
交
拒

否
、
支
配
介
入
の
場
合
と
で
、
何
ん
ら
か
差
異
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う

わ
け
は
、
前
者
で
は
、
原
職
復
帰
、
バ
ッ
ク
ベ
イ
、
そ
の
他
雇
用
関
係
の
存
続

を
前
提
と
し
た
救
済
が
な
さ
れ
る
の
に
対
し
、
後
者
で
は
、
中
止
命
令
、
ポ
ス

ト
ノ
ー
テ
ィ
ス
、
団
交
命
令
な
ど
の
救
済
で
あ
る
た
め
、
必
ず
し
も
厳
密
な
雇

用
関
係
の
存
在
を
前
提
と
せ
ず
、
『
便
用
従
属
関
係
』
の
認
定
に
あ
た
つ
て
も
．

こ
の
要
件
を
緩
和
し
て
認
定
す
べ
き
も
の
と
す
る
見
解
、
そ
の
地
別
異
の
基
準

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

を
あ
げ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
裁
判
例
お
よ
び
救
済
命
令
に
お
け
る
『
使

用
従
属
性
』
の
内
容
お
よ
び
程
度
並
び
に
『
労
働
契
約
』
関
係
の
要
否
な
ど
を

検
討
す
る
に
あ
た
つ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
不
利
益
取
扱
が
間
題
と
な

つ
た
ケ
：
ス
か
、
団
交
拒
否
等
が
争
わ
れ
て
い
た
ケ
ー
ス
か
に
よ
つ
て
些
細
に

検
討
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
不
当
労
働
行
為
の
主
体
と

し
て
の
使
用
者
・
労
働
者
の
範
囲
の
確
定
に
あ
た
つ
て
は
、
不
当
労
働
行
為
の
態

様
の
違
い
に
よ
つ
て
は
さ
ほ
ど
顕
著
な
差
異
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、

右
各
態
様
の
制
度
の
趣
旨
を
考
慮
の
う
え
、
慎
重
に
検
討
す
べ
き
間
題
で
あ
る

　
と
思
わ
れ
る
。

　
　
（
1
）
　
日
本
放
送
協
会
広
島
中
央
放
送
局
事
件
（
広
島
地
裁
・
昭
四
一
・
八
・
八
判
決
、

七
〇
　
　
（
一
一
四
Q
）

労
民
集
一
七
・
四
・
九
二
七
）
は
、
管
絃
楽
団
の
団
員
に
関
す
る
も
の
で
、
専
属
出

演
契
約
か
ら
、
優
先
出
演
契
約
を
経
て
回
数
出
演
契
約
が
締
結
さ
れ
、
こ
の
契
約
に

ょ
れ
ば
、
⑧
芸
能
員
は
年
閻
＝
ハ
O
回
の
出
演
を
保
障
さ
れ
、
⑥
出
演
を
要
請
さ
れ

た
と
き
は
こ
れ
に
応
ず
ぺ
き
義
務
が
あ
り
、
◎
出
演
要
請
に
応
じ
う
る
よ
う
待
機
す

る
こ
と
を
要
し
、
他
社
出
演
ば
事
実
上
制
限
さ
れ
、
⑥
契
約
料
㍉
出
演
料
も
、
支
給

最
低
額
が
保
障
さ
れ
、
生
活
給
的
要
索
を
含
む
も
の
と
判
示
さ
れ
る
。

（2

）
　
ラ
ジ
オ
中
国
事
件
（
広
島
地
裁
・
昭
四
二
・
二
・
二
一
判
決
、
労
民
集
一
八
・

　
一
・
八
八
）
は
、
放
送
楽
団
、
合
唱
団
、
劇
団
、
効
果
団
等
の
団
員
に
関
す
る
も
の

　
で
、
『
専
属
出
演
契
約
』
が
締
結
さ
れ
、
⑧
芸
能
団
出
演
規
定
に
よ
り
、
会
社
の
定
め

　
た
指
揮
者
の
指
揮
に
従
い
、
番
組
出
演
を
な
し
、
⑤
事
前
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
、

　
他
社
出
演
が
で
き
な
い
こ
と
、
◎
専
属
契
約
料
と
し
て
固
定
給
が
保
障
さ
れ
て
い
る

　
場
合
で
あ
る
。

（
3
）
蓋
彫
員
の
労
働
者
性
に
関
す
る
労
働
委
員
会
命
令
と
し
て
は
、
＠
広
島
放
送
局

　
事
件
（
広
島
地
労
委
昭
三
六
。
六
・
三
〇
、
命
令
集
二
四
舘
二
霊
・
一
四
四
）
、
◎

　
関
西
交
響
楽
団
協
会
事
件
（
中
労
委
昭
三
六
・
七
・
一
九
、
命
令
集
二
四
肥
二
五
。

　
四
〇
八
）
、
◎
帝
国
興
産
事
件
（
大
阪
地
労
委
昭
四
三
・
二
・
ニ
ニ
、
命
令
集
三
八

　
・
一
〇
六
）
、
＠
日
本
放
送
協
会
事
件
（
大
阪
地
労
委
昭
四
三
・
一
二
・
一
二
、
命

　
令
集
三
九
・
三
七
四
）
な
ど
が
あ
る
。

（4

）
同
旨
の
判
示
の
あ
る
救
済
命
令
と
し
て
は
、
⑧
日
清
製
粉
事
件
（
栃
木
地
労
委

　
昭
四
八
二
丁
二
、
命
令
四
九
。
六
五
）
、
⑤
朝
日
放
送
・
阪
神
通
経
工
業
事
件
（
大

　
阪
地
労
委
昭
四
九
・
一
二
二
一
、
命
令
集
五
四
・
四
七
四
）
、
◎
丸
紅
・
大
阪
金

　
属
加
工
事
件
（
大
阪
地
労
委
昭
四
九
・
一
二
・
二
一
、
労
働
経
済
判
例
速
報
八
七
一
・

　
二
五
）
な
ど
が
あ
る
。

（5

）
本
多
淳
亮
他
・
不
当
労
働
行
為
論
三
〇
頁
以
下
、
岸
井
貞
男
『
不
当
労
働
行
為

　
制
度
に
お
け
る
使
用
者
」
関
酉
大
法
学
論
集
踊
四
・
三
・
四
八
、
砂
山
克
彦
『
親
会

　
社
の
不
当
労
働
行
為
責
任
』
労
働
法
律
旬
報
八
七
六
・
四
六
。

（
6
）
青
木
宗
也
「
特
殊
勤
務
者
の
労
働
者
性
』
ジ
昌
リ
ス
ト
六
一
九
。
九
四
。



孚
）
　
こ
の
よ
う
な
「
事
輿
』
に
関
す
る
基
準
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
、
参
考
に
な

る
と
思
わ
れ
る
判
決
と
し
て
最
も
注
目
さ
れ
る
も
の
に
、
①
大
塚
印
刷
事
件
（
東
京

地裁昭四

八
・
二
・
六
判
決
、
労
働
判
例
一
七
九
。
七
四
）
が
あ
る
ほ
か
、
②
新
甲
南

鋼
材
工
業
事
件
（
神
戸
地
裁
昭
四
七
・
八
二
判
決
、
判
例
時
報
六
八
七
・
九
六
）
、
③

近
畿
放
送
事
件
（
京
都
地
裁
昭
五
一
・
五
・
一
〇
決
定
、
労
働
経
済
判
例
速
報
九
一

冠
・
二
五
）
④
神
港
精
機
事
件
（
神
戸
地
裁
昭
五
一
。
一
・
三
〇
決
定
、
判
例
時
報

　
八
一
三
・
九
六
）
o

（8

）
注
（
7
）
に
か
か
げ
た
新
甲
南
鋼
材
工
業
事
件
判
決
お
よ
び
近
畿
放
送
事
件
な

　
ど
が
こ
れ
で
あ
る
。

（
9
）
川
口
実
『
特
殊
雇
用
関
係
』
一
重
七
頁
が
．
『
親
会
社
の
意
思
と
か
け
離
れ
す

ぎ
』
を
懸
念
さ
れ
、
『
労
働
保
護
と
い
う
法
的
観
点
か
ら
の
概
念
の
拡
張
な
り
、
場

　
合
に
よ
つ
て
は
、
契
約
の
成
立
を
擬
制
す
る
こ
と
が
妥
当
』
と
さ
れ
る
。

（
m
）
拙
稿
、
『
偽
装
解
散
と
親
会
社
の
雇
用
契
約
上
の
地
位
－
船
井
電
機
事
件
一
法

　
学
研
究
四
九
。
二
・
九
九
お
よ
び
一
Q
Q
（
製
）

（
∬
）
阿
久
沢
亀
夫
『
労
働
基
本
権
と
使
用
者
概
念
』
季
刊
労
働
法
一
〇
〇
．
八
六
．

　
菊
地
高
志
「
団
体
交
渉
に
お
け
る
当
事
者
概
念
的
』
労
働
判
例
二
匠
四
．
一
一
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
岡
　
　
浩

判
例
研
究

七
一

（
二
四
一
）


